
 

事 業 計 画 変 更 に つ い て の 意 見 書  

 

                  令 和   年   月   日  

 

柏 市 長  あ て  

 

              意 見 書 提 出 人  

               住   所  

               氏   名           

               電 話 番 号    （   ）    

 

柏 市 柏 イ ン タ ー 西 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に つ い て 意 見

が あ る の で ， 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ９ 号 。 ） 第 ２

０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り ， 次 の と お り ， 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

１  意 見 書 の 趣 旨  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２  口 頭 意 見 陳 述  

    希 望 す る  ・  希 望 し な い  



 

〔 参 考 〕 土 地 区 画 整 理 法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項  

 当 該 土 地 区 画 整 理 事 業 に 関 係 の あ る 土 地 若 し く は そ の 土 地 に 定 着

す る 物 件 又 は 当 該 土 地 区 画 整 理 事 業 に 関 係 の あ る 水 面 に つ い て 権 利

を 有 す る 者 （ 以 下 「 利 害 関 係 者 」 と い う 。 ） は ， 前 項 の 規 定 に よ り

縦 覧 に 供 さ れ た 事 業 計 画 に つ い て 意 見 が あ る 場 合 に お い て は ， 縦 覧

期 間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 週 間 を 経 過 す る 日 ま で に ， 都 道

府 県 知 事 （ ※ ） に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 都 市 計

画 に お い て 定 め ら れ た 事 項 に つ い て は ， こ の 限 り で は な い 。  

 

※ 土 地 区 画 整 理 法 第 １ ３ ６ 条 の ３ の 規 定 に よ り ， 都 道 府 県 知 事 の 権

限 に 属 す る 事 務 は 中 核 市 長 等 が 行 う も の と さ れ て い ま す 。 よ っ て ，

意 見 書 の 提 出 先 は 柏 市 長 と な り ま す 。  

 

補 足 説 明  

 １  意 見 書 は 事 業 を 認 可 す る 柏 市 長 宛 て に な り ま す 。  

 ２  意 見 書 は 別 紙 を 添 付 し 提 出 す る こ と も 可 能 で す 。 な お ， 別 紙 を 添 付  

  す る と き は Ａ ４ 版 ４ ０ ０ 字 詰 原 稿 用 紙 ２ 枚 程 度 と し ， 本 用 紙 に 添 付 し  

  て く だ さ い 。  

３  法 人 が 提 出 す る 場 合 は ， 法 人 名 及 び 代 表 者 名 を 記 載 し て く だ さ い 。  

４  提 出 期 間 内 の 郵 便 局 の 消 印 又 は 信 書 便 事 業 者 の 受 付 印 の あ る も の が  

 有 効 と な り ま す 。  

５  意 見 書 を 提 出 で き る 方 は ， 土 地 区 画 整 理 法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 さ

れ て い る 利 害 関 係 者 で す 。  


